
 

監査結果公表第３－７号 

 

 

監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

地方自治法第 199条第５項の規定による監査の結果に関する報告について、同条第９項、八尾市

監査基準第 16条及び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

 

令和３年 12月 28日 

 

 

八尾市監査委員  吉 川 慎 一 郎 

同 八  百 康  子 

同 杉 本 春 夫 

同 土井田 隆 行 

               

  

 

 

記 

 

１ 随時監査（工事監査）対象工事 

別紙のとおり。 

 

２ 監査の結果 

   別紙のとおり。 

 

３ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

八尾市監査事務局 

電話番号 072－924－3896（直通） 

 

４ その他 

   監査結果については、市役所本館３階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。 



 

監査報告第３－３号 

令和３年 12 月 28 日 

八 尾 市 長  山 本 桂 右 様 

 

 

 

八尾市監査委員  吉 川 慎 一 郎    清 

同 八  百 康   子  康  子 

同 杉 本 春 夫  真 二 

同 土井田 隆 行 

 

 

 

監 査 結 果 報 告 書 

 

  地方自治法第 199条第５項の規定による随時監査(工事監査)を八尾市監査基準に準拠して実施し

たので、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を提出する。 

 

記 

 

１ 監査対象工事及び概要 

第２回工事監査 高安受水場他自家発電設備等設置工事 

 

工 事 目 的      
停電等緊急時においても水の安定供給を行うため、高安受水場及び龍華配

水場に自家発電設備等を設置する。 

工 事 場 所 八尾市服部川一丁目 112番地 他 

工 事 期 間 令和２年１月 16日～令和３年 12月 10日 

工 事 費 ９９０，０００，０００円 （落札率 93.53%） 

施 工 業 者  ＴＩＳＳ・明和電気防災特定建設工事共同企業体 

工 事 内 容 

電気設備・機械設備工事 一式 

⑴高安受水場・龍華配水場 自家発電設備設置工事 

・非常用自家発電設備 

・地下式タンク 

・既存設備改造 

・付帯設備 

⑵高安受水場・龍華配水場 配水ポンプ増設工事 

・ポンプ設備 

・電気設備 

・既存設備改造 

・付帯設備 

⑶高安受水場・龍華配水場 電気計装設備工事  

・受電盤機能増設  

・コンデンサ盤機能増設 

工事進捗状況 令和３年 10月６日現在 84% 



 

２ 監査の実施日 

令和３年 10月 18日 

 

３ 監査の着眼点 

   本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理が事業目的及び関係法 

令に適合し、適正に行われているかを着眼点とした。 

 

４ 監査の実施方法等 

   令和３年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査

実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出した。 

   監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的とし

て、その計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理の各段階における技術的

事項の実施状況について、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、書類審査において関係職

員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。 

   なお、設計技術面の調査は、本市監査専門委員 波多野守氏にその調査を依頼して実施した。 

 

５ 監査の結果 

⑴ 総括的所見 

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全

管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、全般的に概ね良好であった。  

⑵ 書類調査における所見 

本工事の工事着手前における計画・設計、積算・見積、入札・契約、また、工事着手後におけ

る監理・監督及び施工管理等については、特に指摘すべき事項はなかった。 

⑶ 現場施工状況における所見 

当該工事エリアの巡視を行い、目視とヒアリングによって施工状況を確認した結果、現場施工

状況、安全衛生管理については、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


